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１．目的 

松江市津波避難計画（以下「本計画」という。）は、松江市地域防災計画に基づき、津波

避難にかかる対策について定めるものである。 

津波発生時に円滑な避難が行えるよう、津波からの避難方法や避難情報の伝達方法、平

時からの津波防災への取り組み等について定め、適切に実施することにより、津波による被

害を軽減し、住民等の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。 

 

２．計画の対象地域及び対象者 

本計画は、津波災害の危険が迫る地域における、すべての居住者・滞在者・通過者等（以

下、「避難者」という。）を対象とする。 

 

３．計画の対象期間・時間 

    本計画は、地震による津波発生から津波終息（津波注意報解除）までの概ね数時間から十

数時間の間、住民等の生命及び身体の安全を確保するために円滑な避難を行うための避難

計画である。 

 

 ４．計画の修正 

    本計画は、国・県の津波対策の見直し、新たな津波想定及び土地・環境条件の変化等にあ 

わせて、必要に応じて適宜修正を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 
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１．島根県内で想定される津波 

「最大クラスの津波」を想定して「島根県地震津波防災対策検討委員会」において選定さ

れた断層は、「日本海における大規模地震に関する調査検討会」において公表された断層の

うち、島根県に影響の大きい７つの想定断層と、「島根県地震被害想定調査 報告書」によ

る想定断層のうち、沿岸近くの２つの断層の計９つであり、図１のとおりである。 

 この９断層における津波シミュレーション結果は図２及び図３のとおりである。 

また、島根県が作成した津波浸水想定図は、この９断層のシミュレーション結果を重ね

合わせ、最大となる津波浸水想定区域を示したものである。 

本計画においては、この津波シミュレーション結果と津波浸水想定区域を踏まえて避難

計画を策定した。 

 

図１ 選定された津波断層モデル 

 

（出展：島根県津波避難計画策定指針[改訂版] 平成 30 年３月 島根県） 

※Ｍｗ：モーメントマグニチュード 

第２章 津波の想定 

（青森県西方沖合） 

（佐渡島北方沖） 

（秋田県・山形県沖） 

（鳥取県沖合） 

（島根半島沖合） 

（島根県西方沖合） 

（福岡県沖） 

19070
長方形
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図２ 津波シミュレーションによる松江市における津波到達イメージ 

 

（出展：島根県津波避難計画策定指針[改訂版] 平成 30年３月 島根県） 

図３ 津波シミュレーションによる松江市内の代表地点における津波到達時間と津波最高水位 

 

（出展：島根県津波避難計画策定指針[改訂版] 平成 30年３月 島根県） 

（注）津波シミュレーションの結果はシナリオの一つであるため、海底地盤の変動の大きさ・高 

   さや前震等の要因により、津波の大きさや到達時間が想定と異なる場合がある。 
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２．被害想定 

島根県の被害想定では、松江市において人的被害（死亡者）及び建物被害が発生するのは

青森県西方沖合（F24）断層の地震及び鳥取県沖合（F55）断層の地震である。両地震におけ

る被害想定は下表１～３のとおりである。 

なお、津波の到達時間が早い鳥取県沖合（F55）断層の地震においては、人々の避難意

識が高く、津波発生後に即座に避難行動をとる場合であっても、松江市において人的被害

（死亡者）の発生が想定されている。このため、津波の到達時間が早い地震に対しては、

迅速な避難を徹底することにより、被害軽減に努める。 

 

表１ 津波による人的被害（死亡者数：人） 

［地震発生後、全く避難しなかったケース］ 

 青森県西方沖合（F24） 鳥取県沖合（F55） 

発生時間帯 ５時   １２時 １８時 ５時 １２時 １８時 

松江市  ２５ １５ １８ ４０ ２６ ３１ 

 

表２ 津波による人的被害（死亡者数：人） 

［地震発生後、避難（意識高）のケース］ 

 青森県西方沖合（F24） 鳥取県沖合（F55） 

発生時間帯 ５時   １２時 １８時 ５時 １２時 １８時 

松江市  ０ ０ ０ ３９ ２６ ３１ 

 

表３ 津波による建物被害（棟） 

 青森県西方沖合（F24） 鳥取県沖合（F55） 

被害区分 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 

松江市 １１ １４９ ３５５ ９２５ ６ ２２２ ４２０ ８７８ 
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１．避難対象地域 

   津波が発生した場合に避難が必要な地域を避難対象地域といい、安全性の確保、円滑な

避難等を考慮して、津波浸水想定区域よりも広い範囲で市が範囲を定める。 

避難対象地域を定める地区は、島根県により作成された津波浸水想定区域図に基づき、

地区内に津波浸水想定区域が存在する日本海沿岸３２地区（美保関・島根・鹿島・秋鹿・大

野）、境水道沿岸６地区（美保関）、中海周辺の各地区（本庄・朝酌・竹矢・八束・東出雲）、

鹿島地区の佐陀川流域とする。 

避難対象地域は、該当地区のうち津波浸水想定区域及びその周辺区域（注）とし、想定以上

の津波高にも備える。 

 

（注）津波浸水想定区域の周辺区域について 

浸水想定の不確実性及び円滑な避難等を考慮して、津波浸水想定区域の周辺区域につ

いても津波浸水想定区域に準じて取り扱うものとする。 

 

２．避難困難地域 

    避難対象地域のうち、津波の到達までに、避難対象地域の外（避難の必要がない安全な地

域）に避難することが困難な地域を避難困難地域という。 

    避難困難地域は次により把握することとし、該当する地区においては迅速な避難を徹底

することにより、被害軽減に努めることとする。 

 （１）津波到達予想時間の把握 

津波到達予想時間は、津波シミュレーション結果に基づき第２章の図３を参照するも    

のとする。 

 （２）避難可能範囲の把握 

     津波到達予想時間と避難する際の歩行速度等に基づき、避難開始から津波到達予想時   

間までの間に避難が可能な範囲を把握する。 

     避難可能距離の把握にあたっては、徒歩による避難を原則とし、次の式により算出す

る。 

    ただし、この計算結果が 500ｍを超える場合は 500ｍとする。 

避難可能距離の算出式 

避難可能距離 ＝ （歩行速度） × （津波到達予想時間－２～５分） 

●●ｍ ＝ （1.0ｍ/秒×60秒/分） × （●●分－２～５分）（注） 

（注）地震発生から２～５分後に避難を開始できるものと想定する。

第３章 津波避難の基本的な事項 



-６- 

 （３）避難困難地域の抽出 

上記（１）、（２）により、避難対象地域のうち津波到達予想時間内に避難対象地域の外

に避難することが可能な範囲を抽出し、この範囲から外れる地域を避難困難地域として

抽出する。 

 

３．津波避難場所 

   避難者が津波から避難するための場所で、住民が選定する場所を津波避難場所という。 

避難対象地域の地区ごとに、津波から命を守るための一時的な津波避難場所として地区

内の高台等を選定する。 

各避難場所は、住民参加の津波避難計画ワークショップ（以下「ワークショップ」とい

う。）において定めることとし、標高等に応じて地区内に複数の避難場所を選定し、地区津

波避難計画に明確に定めることとする。 

 

４．津波避難ビル等 

津波浸水想定区域内において、避難困難地域の避難者や逃げ遅れた避難者が、一時的も

しくは緊急避難・退避する建物を津波避難ビルという。 

指定に向け、今後、住民等及び所有者と協議のうえ、以下の要件を満たすビル等を調査・

検討する。 

＊ ＲＣ又はＳＲＣ構造であり、耐震性を有すること。 

＊ 進入口への誘導が容易であること。 

 

５．避難経路 

   避難者が津波から避難する場合の経路で、住民が選定するもの避難経路という。 

避難対象地域の地区ごとに、津波避難場所へ向かう経路を避難経路として選定する。 

避難経路は、ワークショップ等において以下の要件を満たす経路を定めることとし、安

全な避難を考慮した経路を選定するとともに、地区津波避難計画に危険性がある箇所を表

記して注意を促すこととする。 

＊ 短時間で一時的な津波避難場所に到達できること。迂回路を確保できること。 

＊ 海岸・河川沿いの道路ではないこと。 

＊ 建物倒壊、落下物、がけ崩れ等による危険性が少ないこと。 

＊ 避難者数や避難行動要支援者の搬送などに応じた幅員を有すること。 

 

６．避難方法 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故が発生する 

恐れがあることから、津波発生時の避難については原則として徒歩によることとする。 
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ただし、以下のやむを得ない事情がある場合においては、自動車で安全かつ確実に避難

できる方策を予め検討することを条件に、自動車による避難を認めるものとする。 

＊ 高齢者等で、徒歩による避難が困難な場合。 

＊ 避難困難地域で、徒歩による避難では津波到達時間内に避難が間に合わない場合。 

＊ 自動車の使用によって渋滞や交通事故が発生するおそれが少ない場合。 
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１．市の体制 

    津波による災害が発生するおそれがある場合は、松江市地域防災計画に基づき、以下の   

体制を自動設置する。 

体制 設置基準 任務 本部長 

警戒体制 
＊ 市沿岸に「津波注意報」 

  が発表されたとき 

警戒本部員は、警戒本部長の命を受

け、所掌する業務を行う 

各課職員は、当該警戒本部員の指示

を受け、被害の発生に備える 

副市長 

災害体制 

＊ 市沿岸に「津波警報」 

  が発表されたとき 

＊ 市沿岸に「大津波警報」 

  が発表されたとき 

災害対策本部員は、災害対策本部長

の命を受け、所掌する業務を行う 

各課職員は、当該対策本部員の指示

を受け、所掌する業務を行う 

市長 

 

２．勤務時間内における体制 

    職員は，勤務時間内に津波注意報，津波警報，大津波警報が発表された場合は、速やかに

配備基準に基づき災害対応業務に従事することとする。 

 

第４章 市の初動体制 



-９- 

３．勤務時間外における体制 

勤務時間外に、津波注意報・津波警報・大津波警報が発表された場合は、松江市地域防   

災計画に基づき、以下のとおり応急活動体制をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職員の参集上の留意事項 

（１）参集途中の緊急措置 

参集途上において、火災、人身事故等の現場に遭遇したときは、可能な限り、最寄り   

の消防機関、警察機関等に通報連絡するとともに、人命救助等適切な措置をとる。 

（２）情報収集及び被害状況等の報告 

参集途上に知り得た被害状況又は災害情報は、参集後、速やかに各部局の責任者に報告

する。特に、病院・道路・橋梁等の重要施設の被害情報は、できるだけ詳しく把握して報告

する。 

また、各部局の責任者は、参集職員からの情報を集約し、速やかに防災安全課に報告する。 

大津波警報・津波警報・津波注意報が 

発表された場合は職員自動参集 

災害対策本部（又は災害警戒本部）を自動設置 

・支所 

 管内での災害の危険性や発生状況等に応じて 

支所災害対策本部（又は支所警戒本部）を設置 

・地区（本庁管内（旧市）の公民館） 

 公民館区内での災害の危険性や発生状況等に応じて 

地区災害対策本部を設置 
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避難広報や避難誘導等を行う職員、消防職団員及び避難支援等関係者、並びに水門等の閉鎖活

動等を行う職員の安全確保を最優先することを前提として、次の対策を講じる。 

（１）無線等の情報伝達手段を整備し、避難誘導等の従事者に対して安全に関する情報の伝達

を確実に行う。 

（２）水門等の閉鎖活動を行う職員においては、津波到達予想時間等を考慮して退避の時期を

判断し、活動可能時間が終了すれば活動途中でも退避するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 避難誘導等に従事する者の安全の確保 
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１．津波警報・津波注意報 

（１）津波警報等の発表基準・発表区域 

 発表基準 

津波注意報 予想される津波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合 

津波警報 予想される津波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合 

大津波警報 予想される津波の高さが高いところで３ｍを超える場合 

本市沿岸は「島根県（出雲・石見）」の津波予報区に属しているため、当該区域で津

波警報等が発表された場合は迅速に避難を実施することとする。 

 

（２）津波警報等の分類 

            ≪津波警報・注意報の分類ととるべき行動≫ 

 予想される津波の高さ 

とるべき行動 数値での発表 

（発表基準） 

巨大地震の 

場合の表現 

大津波警報 

10ｍ超 

（10ｍ＜高さ） 

巨大 
○直ちに高台等の安全な場所へ避難！ 

○より高い場所を目指して避難！ 

○警報解除まで安全な場所から 

離れない！ 

10ｍ 

（5ｍ＜高さ≦10ｍ） 

5ｍ 

（3ｍ＜高さ≦5ｍ） 

津波警報 
3ｍ 

（1ｍ＜高さ≦3ｍ） 
高い 

津波注意報 
1ｍ 

（0.2ｍ≦高さ≦1ｍ） 
（表記しない） 

○海中や海岸にいる人は海岸から 

離れる！ 

○注意報解除まで海岸に近づかない！ 

 

 

 

 

 

第６章 津波警報等の収集・伝達方法 
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２．津波情報等の収集方法・住民等への伝達方法 

（１）津波情報等の収集・伝達 

津波予報、津波情報の伝達系統及び伝達手段は次のとおりとする。 

 

（２）海面監視等による情報収集 

本庁・支所等において、市内沿岸部に設置されている津波監視カメラを活用した海面状

態の監視を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

気
象
庁 

大
阪
管
区
気
象
台 

松
江
地
方
気
象
台  

気象情報配信会社 

松
江
市 

消
防
庁 

報道機関 

防災行政無線 
（同報系） 

屋内告知端末 

防災メール 

エリアメール 

ＣＡＴＶ 

ホームページ 

ツイッター 

自治会ＦＡＸ 

広報車 

住
民
等 

防災無線 

防災メール 

ＴＶ・ラジオ 

＊ 松江市から住民等への伝達手段のうち、実線部分は自動的に情報配信が可能な手段 

≪津波監視カメラ設置場所≫ 

 ＊ 旧松江市（１カ所） 秋鹿北港 

 ＊ 鹿島町 （１カ所） 恵曇漁港 

＊ 島根町 （１カ所） 大芦漁港 

＊ 美保関町（２カ所） 片江漁港・七類港 

エリアメール 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ 
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１．発令基準 

避難指示（緊急）等の発令基準は次のとおりとする。 

（１）気象庁から大津波警報、津波警報、津波注意報が発表された場合 

（２）停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況において、強 

い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、または長時間のゆっくりとした揺れ（１分程度以

上）を感じて、かつ松江市が避難の必要を認める場合 

（３）日本から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波等、到達までに相当の時間がある津

波について、気象庁から「遠地地震に関する情報」が発表され、かつ松江市が避難の必要を

認める場合 

 

２．発令区域 

避難指示（緊急）等の発令区域は、地区内に津波浸水想定区域が存在する日本海沿岸３２ 

地区、境水道沿岸６地区、中海周辺の各地区、鹿島地区の佐陀川流域の各地区全域とする。 

 各区域の詳細は別添「【参考】避難指示（緊急）等の発令予定区域の人口及び世帯数（令

和２年２月末現在）」のとおり。 

 

３．避難指示（緊急）等の発令・解除 

    避難指示（緊急）等の発令は、市長が発令基準に該当することを認知した時点で直ちに行

う。 

避難指示（緊急）等の解除は、原則として津波注意報等の解除の発表に基づき行う。 

いずれの場合も、市長不在の場合の代理順位は、地域防災計画において定める本部長   

の代理順位とする。 

 

４．伝達手段 

    住民等への津波情報等の伝達は、第６章「津波情報等の収集方法・住民等への伝達方法」

に定める手段により行う。 

 

第７章 避難の指示 
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５．広報文 

東日本大震災においては、自治体からの広報文の内容及び口調等が、住民の避難意識の  

高低に影響を与えたと言われている。 

本計画においては、以下のとおり住民広報の定型文を定めることとするが、津波の危険   

の切迫や時間的猶予の有無等を踏まえながら、広報文の内容及び口調等について、臨機応変

な対応を行う。 

（１）「津波注意報」が発表された場合 

緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

こちらは、松江市災害警戒本部です。 

津波注意報が発令されたため、○○地域に避難指示を発令しました。 

海の中や海岸付近は危険です。ただちに海岸から離れて高い場所に緊急に避難してく

ださい。 

（２）強い揺れ等で避難の必要性を認めた場合 

緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

こちらは、松江市災害対策本部です。 

強い揺れの地震がありました。 

津波が発生する可能性があるため、○○地域に避難指示を発令しました。 

ただちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所に緊急に避難してください。 

（３）「大津波警報」、「津波警報」が発表された場合 

緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

こちらは、松江市災害対策本部です。 

大津波警報（または、津波警報）が発表されたため、○○地域に避難指示を発令しまし

た。 

ただちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所に緊急に避難してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪津波の危険が切迫している場合≫ 

    「（大）津波警報」、「（大）津波警報」。至急、高台へ避難せよ。 

    「津波だ。逃げろ！」 
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 町名 地区名 世帯数 人口 

日本海沿岸 

３２地区 

鹿島町 

（５地区） 

古浦 ３２２ ７６８ 

恵曇 ２６０ ５５８ 

手結 １８７ ４６５ 

片句 １０２ ２１７ 

御津 １８９ ４７８ 

鹿島町 計 １，０６０ ２，４８６ 

島根町 

（９地区） 

大芦 ４５７ ９８１ 

加賀 
３８８ ９４３ 

佐波 

野波 

３３７ ８２３ 小波 

瀬崎 

多古 
７８ ２００ 

沖泊 

野井 １１６ ２９２ 

島根町 計 １，３７６ ３，２３９ 

美保関町 

（１６地区） 

笠浦 １２６ ３４２ 

千酌 １８６ ４６４ 

北浦 
１６１ ３６７ 

稲積 

菅浦 ８４ １６５ 

片江 
３２９ ７１６ 

笹子 

惣津 
３７９ ９１５ 

七類 

法田 
５３ １３３ 

諸喰 

雲津 ４７ １０８ 

軽尾 

２４８ ５３８ 
才 

美保関 

海崎 

美保関町 計 １，６１３ ３，７４８ 

【参考】避難指示（緊急）等の発令予定区域の人口及び世帯数（令和２年２月末現在） 
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 町名 世帯数 人口 

日本海沿岸 

３２地区 

秋鹿町 ４１８ １，１０５ 

魚瀬町 １４２ ３１１ 

総計 ４，６０９ １０，８８９ 

 

 町名 地区名 世帯数 人口 

境水道沿岸 

６地区 

美保関町 

（６地区） 

長浜 
１１４ ２６８ 

福浦 

宇井 
２８７ ６１５ 

森山 

下宇部尾 
１３３ ３１０ 

万原 

美保関町 計 ５３４ １，１９３ 

総計 ５３４ １，１９３ 
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（注）表中の「‐」は、住民基本台帳において世帯数及び人口の登録がないことを示す。 

 

（注）各表中の人口・世帯数は町丁別の総計であり、沿岸部の人口・世帯数ではない。 

 

 

  

 町名 世帯数 人口 

中海周辺 

１９地区 

八束町 １，７５８ ３，９２５ 

手角町 ４８ １１１ 

長海町 ４３ １０３ 

野原町 １３１ ２２６ 

邑生町 １８２ ４５１ 

本庄町 １７９ ３９０ 

上本庄町 ２５８ ６０９ 

新庄町 １４８ ３２１ 

上宇部尾町 ３４ ７０ 

大海崎町 ６０ １５４ 

大井町 １０９ ２６９ 

福富町 ４１ １０１ 

富士見町 ‐（注） ‐（注） 

八幡町 ５０８ １，１８４ 

馬潟町 ５７１ １，２０９ 

意宇町 ‐（注） ‐（注） 

東出雲町錦浜 ‐（注） ‐（注） 

東出雲町揖屋 ２，８３６ ７，２３９ 

東出雲町下意東 ７５７ １，８６５ 

総計 ７，６６３ １８，２２７ 

 町名 地区名 世帯数 人口 

佐陀川流域 

４地区 

鹿島町 

（４地区） 

武代 ２２０ ５４１ 

佐陀本郷 ３４５ ９２５ 

佐陀宮内 ３０７ ６２９ 

講武名分 ３３０ ７８５ 

総計 １，２０２ ２，８８０ 



-１８- 

 

 

 

１．避難行動要支援者の避難対策 

松江市避難行動要支援者全体計画に基づき、災害発生時に避難行動要支援者の安全を確

保するために以下の対策を推進する。 

（１）避難行動要支援者名簿の作成 

市は、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するた

めに必要な情報を集約し、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を作成す

る。 

（２）避難支援等関係者に対する名簿情報の提供 

市は、「名簿に記載されている情報（以下「名簿情報」という。）を平常時から避難支 

援等関係者に提供すること」について同意を得た避難行動要支援者の名簿情報を避難支

援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供するものとする。 

なお、現に災害が発生または発生の恐れがある場合には、本人の同意の有無に関わら

ず、名簿情報を避難支援等関係者に提供する。 

 （３）防災訓練の実施 

市は、避難支援等関係者である自治会、自主防災組織、要配慮者支援組織、民生児童

委員などの協力を得るよう努め、避難行動要支援者の支援を想定した地域ぐるみの防災

訓練の実施に対して支援を行う。 

 （４）地域による避難支援活動 

地域の避難支援者や避難支援等関係者は、現に災害が発生または発生の恐れがある場

合には、平常時に構築した支援体制により、可能な範囲で情報提供や安否確認といった

避難支援等を実施する。 

 

２．観光客等の避難対策 

（１）観光施設管理者・関係団体等との連携 

沿岸の観光客・海水浴客等に対して、津波情報が迅速に伝達できるよう、観光施設管理

者・関係団体等との連携体制を強化する。連絡手段については、防災行政無線（移動系・

同報系）を活用する。 

（２）情報伝達の対応 

観光客本人に対する伝達手段としては、防災行政無線（同報系）の屋外スピーカー及び

携帯電話の緊急速報メール等を活用し、迅速な津波情報の伝達に努める。 

 

 

第８章 避難行動要支援者・観光客等の避難対策 
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市民の防災意識を高め、家庭や職場、学校における地域の防災行動力を向上させるため、防災知

識の普及啓発、防災教育の推進に努める。 

また、併せて訓練の実施を推進し、津波に対する備えを徹底する。 

 

１．防災教育 

学校・幼稚園・保育所等において、積極的に津波防災教育や津波避難訓練を取り入れ、   

子どもの防災意識を高めるとともに、家庭等での話し合いを通じた意識啓発に努める。 

    また、市はその教育を支援する。 

 

 ２．啓発 

住民の防災意識を高め、津波発生時に円滑な避難が行われるよう、出前講座などを通じ

て、住民に対して津波に対する避難意識の啓発を行う。 

 （１）啓発内容 

   ・津波に関する基礎知識 

   ・津波浸水想定 

   ・津波発生から避難までの心得 

 （２）啓発方法・手段 

   ・出前講座等の防災研修会の実施 

   ・地域防災指導員等の育成 

   ・防災ガイドブックや地区津波避難計画等による広報 

 

３．訓練 

    津波発生時に円滑な避難が行われるよう、以下の訓練の実施を推進する。 

（１）避難訓練 

自主防災組織等と連携し，住民が主体となった避難訓練を実施する。 

（２）情報伝達訓練 

大規模な地震を想定した実践的な情報伝達訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

第９章 津波防災教育・啓発・訓練 
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４．その他 

（１）海抜表示看板の設置 

    沿岸部の浸水想定区域の電柱等に設置している海抜表示看板により、地域住民・観光

客等に対する避難意識の啓発及び避難時における活用を図る。 

（２）地区津波避難計画の更新・配布 

     地区津波避難計画を更新・配布し、意識啓発及び地区ごとの避難対策の推進を図る。 
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